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○大東市移送コーディネートセンターの運営に関する補助金交付要綱 

平成３０年１２月１７日 

要綱第７９号 

（目的） 

第１条 この要綱は、大東市補助金等の交付等に関する条例（平成３１年条例第３号）及

び大東市補助金等の交付等に関する条例施行規則（平成３１年規則第６号）に定めるも

ののほか、高齢者の閉じこもり防止や外出の機会の確保、社会参加の促進と日常生活の

自立を図るため、介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の４５第１項第１

号イに規定する第１号訪問事業のうち住民主体による移動支援サービス（以下「訪問型

サービスD」という。）の事業を実施する団体（以下「移送コーディネートセンター」と

いう。）に対し、大東市移送コーディネートセンターの運営に関する補助金（以下「補

助金」という。）を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。 

（対象者） 

第２条 補助金交付の対象となる移送コーディネートセンターは、本市内において訪問型

サービスDの事業を実施する社会福祉法人、地縁団体、特定非営利活動法人、ボランティ

ア団体その他公共の利益を目的とした団体のうち、当該事業を適正に遂行できる能力を

有していると市長が認める団体とする。 

（補助金の額） 

第３条 補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とし、予算の

範囲内において交付するものとする。 

(1) 移送コーディネートセンターの運営に係る経費（人件費、消耗品費、印刷製本費、

通信運搬費、使用料等をいい、次号に掲げるものを除く。） １か月当たり１０，０

００円 

(2) 訪問型サービスDの事業の実施に係る事務所の賃借に要する経費（他の補助制度の

対象となるものを除く。） 次のア及びイに掲げる区分に応じ当該ア及びイに定める

額 

ア 家賃（共益費を含む。） 当該家賃に相当する額（１か月当たり６６，０００円

を上限とする。） 

イ 賃貸借契約に基づき要した経費（アに掲げる経費及び敷金に相当するものを除

く。） 当該経費の実支払額に相当する額（８８，０００円を上限とする。） 
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(3) 訪問型サービスDに使用する車両に係る経費（保険料（第７号に掲げる区分に該当

するものを除く。）、燃料費、修繕費等をいう。） 当該経費の実支払額に相当する

額（１か月当たり５，０００円を上限とする。） 

(4) 訪問型サービスDの新規の利用開始に対する報償金 新規の利用開始１件当たり１，

０００円 

(5) 訪問型サービスDの利用者に係る移送の協力者（次号及び第８号において「協力者」

という。）に対する報償金 片道の移送にあっては、１回当たり２５０円。往復の移

送にあっては、１回当たり５００円。（複数の利用者を１台の車両により移送する場

合における２人目以降の利用者に係る片道の移送にあっては、１人につき１回当たり

１００円を加算した額。往復の移送にあっては、１人につき１回当たり２００円を加

算した額。） 

(6) 協力者に対し実施する安全運転に係る講習に要する経費 当該経費の実支払額に

相当する額 

(7) 移送コーディネートセンターが加入する自動車保険の保険料（移送中の自動車事故

に対応するものに限る。） 当該自動車保険の保険料に相当する額 

(8) 移送中の自動車事故により協力者が所有する車両が破損し、その修繕等を協力者が

加入する自動車保険の補償により行うことによって、当該自動車保険の保険料が増額

する場合に、協力者（この規定に基づき一時金の支給を受けた協力者のうち、最初に

一時金の支給を受けた年度から引き続き当該年度の翌年度（この号において「第２年

度」という。）においても協力者として活動するものであって、当該自動車保険に加

入しているもの及びこの規定に基づき第２年度において一時金の支給を受けた協力者

のうち、第２年度から引き続き当該年度の翌年度においても協力者として活動するも

のであって、当該自動車保険に加入しているものを含む。）に対し支給する一時金 当

該自動車保険の保険料の年間の増額分に係る実費相当額（事故１回当たり年間２０，

０００円を上限とする。） 

（申込み） 

第４条 補助金の交付を受けようとする者は、市長に対し、交付申込書（様式第１号）に

次に掲げる書類を添付して、申込みをしなければならない。 

(1) 事業計画書 

(2) 収支予算書 
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(3) 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（交付決定） 

第５条 市長は、前条の申込みがあったときは、その内容を審査した上で、補助金の交付

の可否を決定し、その旨を交付決定通知書（様式第２号）により当該申込みをした者に

通知するものとする。 

２ 市長は、補助金の交付の決定に当たって、必要な条件を付することができる。 

（申込内容の変更） 

第６条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助金の交付の申込みの内容を変更しようと

するときは、速やかに交付申込内容変更届出書（様式第３号）に市長が必要と認める書

類を添付して市長に提出し、その承認を受けなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による届出があったときは、その内容を審査した上で、変更の承

認の可否を決定し、その旨を交付申込内容変更（承認・不承認）決定通知書（様式第４

号）により当該届出をした者に通知するものとする。 

（請求） 

第７条 補助金の交付の決定を受けた者は、速やかに交付請求書（様式第５号）を市長に

提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとす

る。 

（実績報告） 

第８条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助金の交付の決定を受けた年度が終了した

ときは、速やかに実績報告書（様式第６号）に次に掲げる書類を添付し、市長に提出し

なければならない。 

(1) 事業報告書 

(2) 収支決算書 

(3) 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（補助額の確定） 

第９条 市長は、前条の規定による実績報告があったときは、その内容を審査した上で、

補助金の額を確定し、その旨を確定通知書（様式第７号）により通知するものとする。 

（交付決定の取消し） 

第１０条 市長は、補助金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するとき
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は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。 

(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。 

(3) この要綱の規定に違反したとき。 

(4) 前３号に掲げるもののほか、市長が補助金を交付することを不適当と認めるとき。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消

しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ず

るものとする。 

（帳簿等の保存） 

第１１条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助金に係る費用等の収支の状況を明らか

にした帳簿及び証拠書類を整備し、補助金の交付の決定を受けた年度の終了後５年間保

存しなければならない。 

（補則） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に

定める。 

附 則 

この要綱は、公布の日から施行する。 

附 則（平成３１年要綱第２３号） 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定は、この要綱の施行の日

以後に申込みのあった補助金等の交付等について適用し、同日前に申込みのあった補助

金等の交付等については、なお従前の例による。 

３ 改正前の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定に基づき作成した用紙は、

改正後の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定に基づき作成したものとみ

なし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。 

附 則（令和３年要綱第３５号） 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年要綱第３１号） 
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（施行期日） 

１ この要綱は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式（次項において「旧様式」

という。）により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみ

なす。 

３ この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整

をして使用することができる。 

附 則（令和５年要綱第３６号） 

この要綱は、公布の日から施行し、令和５年４月１日から適用する。 

附 則（令和７年要綱第２７号） 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の大東市移送コーディネートセンターの運営に関する補助金交付要綱の規定は、

この要綱の施行の日以後に申込みのあった大東市移送コーディネートセンターの運営に

関する補助金（以下「補助金」という。）の交付について適用し、同日前に申込みのあ

った補助金の交付については、なお従前の例による。 
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様式第１号（第４条関係） 

様式第２号（第５条関係） 

様式第３号（第６条関係） 

様式第４号（第６条関係） 

様式第５号（第７条関係） 

様式第６号（第８条関係） 

様式第７号（第９条関係） 

 


